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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年５月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年９月１６日 １３時００分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市鷹
たか

島東方沖 

高串
たかくし

港沖防波堤北灯台から真方位２９６°１,７８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２５.７′ 東経１２９°４８.３′） 

事故の概要 漁船和
かず

丸は、北西進中、また、プレジャーボートKATu
カ ツ

－２３は、漂

泊中、両船が衝突した。 

和丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、KATu－２３は、左舷中

央部外板の割損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年１０月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長

崎事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 和丸、４.９トン 

ＳＡ３－２３４７８（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×２.７２ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３１６.２７kＷ、昭和６０年１２月２４日 

第２９０－５６５６４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート KATu－２３、５トン未満 

２９０－４３９７９佐賀、個人所有 

５.９３ｍ（Lr）×２.０７ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、４４.１３kＷ、平成６年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 操縦者Ａ 男性 ７３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５１年２月３日 

   平成２８年８月７日をもって失効していた。 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５５歳 

二級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２９年８月１８日 

免許証交付日 平成２９年８月１８日 

          （令和４年８月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 
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Ｂ 左舷中央部外板及び風防ガラスに割損、キャビン出入口天板及び

いけすに破損、マスト灯支柱に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、水温 約２７℃ 

 事故の経過 Ａ船は、操縦者Ａが１人で乗り組み、いか一本釣り漁の目的で、平

成３０年９月１６日１２時５０分ごろ長崎県対馬
つ し ま

南方沖の漁場に向け

て佐賀県唐津市高串漁港を出港した。 

操縦者Ａは、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛け、０.５海里（Ｍ）

レンジとしたレーダーを作動させ、約８.３ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で手動操舵により唐津市小松島南方沖を通過

し、いつものように同市牛島と宮崎出シ灯浮標との中間に船首を向け

てレーダーを見たところ、牛島及び宮崎出シ灯浮標周辺に小型船の映

像を認めたが、予定針路上には何も映っていなかったので、前路に他

船はいないと思って北西進中、１３時００分ごろ突然衝撃を感じた。 

Ａ船は、操縦者Ａが、主機を後進として右舷船首方を見たところ、

Ｂ船を認めてＢ船と衝突したことを知り、Ｂ船の近くに浮いていたＢ

船の乗船者２人をＡ船に引き上げた後、Ｂ船を横抱きして造船所にえ
．

い
．
航した。 

操縦者Ａは、船長Ｂに１１８番通報を依頼した後、本事故の発生を

所属の漁業協同組合に連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人１人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、釣りの目的で、０８時００分ごろ高串漁港西南西方沖

の釣り場に向け、唐津市肥前町の船だまりを出発した。 

Ｂ船は、０８時３０分ごろ釣り場に到着して釣りを行い、徐々に宮

崎出シ灯浮標付近に移動した後、主機を停止して船尾からパラシュー

ト型シーアンカーを投入し、同灯浮標と、その東南東方沖６００ｍ付

近との間を風潮流に流されては主機を用いての移動を繰り返した。 

船長Ｂは、宮崎出シ灯浮標東南東方沖６００ｍ付近で釣りを終え、

船首が南西方に向いたＢ船の左舷船尾部で左舷方を向いて釣り道具の

片付けを始めたところ、左舷方１,０００ｍ付近に北西進する‘Ａ船

を含む３隻の漁船’（以下「漁船群」という。）を認めた。 

船長Ｂは、漁船群のうち最西端を航行していた漁船が左転したのを

見て、他の２隻も同様にＢ船を避けて行くと思い、片付けをしながら

再度左舷方を見たところ、２００ｍ付近にＢ船に向かって接近するＡ

船を認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、接近するＡ船に気付いた同乗者の声を聞いて衝

突の危険を感じたものの、何もすることができず、船長Ｂ及び同乗者

が海に飛び込むと同時にＢ船の左舷中央部とＡ船の船首部とが衝突し

た。 

Ｂ船の乗船者は、海面に浮いていたところをＡ船に引き上げられ、
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両人とも携帯電話を所持していなかったので、船長Ｂが操縦者Ａの携

帯電話を借りて１１８番通報を行い、同乗者が自宅に本事故の発生を

連絡した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船 参照）  

 その他の事項 Ａ船は、本事故当時、前部甲板のいけす
．．．

に約２００kgの氷を積載し

ていたが、椅子に腰を掛けた状態で約８kn以上の速力で航行すると、

船首浮上により正船首左舷約１４°から右舷約６°までの範囲に死角

を生じていた。 

操縦者Ａは、ふだんレーダーを確認するとともに船首を左右に振っ

て船首死角を補う見張りを行っていたが、本事故当時、レーダーを見

たところ予定針路上に他船が映っておらず、また、これまで牛島及び

宮崎出シ灯浮標の周辺に釣り船は多いものの、予定針路上に漂泊して

釣りを行っている小型船を見たこともなかったので、前路に他船はい

ないと思い、船首死角を補う見張りを行っていなかった。 

操縦者Ａは、日頃からＡ船のレーダーに正船首尾方向の近距離のも

のが映らないことを認識していた。 

Ｂ船の乗船者は、いずれも自動膨張タイプのベルト式救命胴衣を着

用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鷹島東方沖を北西進中、操縦者Ａが、レーダーを見たとこ

ろ予定針路上に他船が映っておらず、また、これまで予定針路上で漂

泊している小型船を見たこともなかったので前路に他船はいないと思

い、正船首尾方向の近距離のものがレーダーに映らないことを認識し

ていたものの、船首方に死角を生じた状態で航行を続けたことから、

船首方で漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えらえ

る。 

 Ｂ船は、鷹島東方沖において、船首を南西方に向けて漂泊中、船長

Ｂが、北西進する漁船群を認めたものの、そのうちの１隻が左転した

際、Ａ船もＢ船を避けてくれると思い、漂泊を続けたことから、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、鷹島東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊中、

操縦者Ａが、レーダーを見たところ予定針路上に他船が映っておら

ず、また、これまで予定針路上で漂泊している小型船を見たこともな

かったので前路に他船はいないと思い、正船首尾方向の近距離のもの

がレーダーに映らないことを認識していたものの、船首方に死角を生

じた状態で航行を続け、また、船長Ｂが、北西進する漁船群を認めた

ものの、そのうちの１隻が左転した際、Ａ船もＢ船を避けてくれると



- 4 - 

思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・自船のレーダーの特性を認識し、その特性に対応して航行するこ

と。 

・航行中に船首死角を生じた場合は、船首を左右に振るなどして死

角を補う見張りを行うこと。 

・漂泊中であっても、周囲の見張りを適切に行い、接近する他船を

認めた場合は、他船が避けてくれると思い込まず、余裕がある時

機に機関を用いて移動するなど、衝突を避けるための措置を講じ

ること。 

・小型船に乗り組む際は、携帯電話を携行することが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


